
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う
金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会

令

和

元

年

五

月

三

十

日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

近
年
に
お
け
る
暗
号
資
産
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（
イ
ニ
シ
ャ
ル
・
コ
イ
ン
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
）
取
引
の
実
態
等
を
踏
ま
え
、
利
用

者
保
護
等
の
観
点
か
ら
、
実
効
性
の
あ
る
検
査
及
び
監
督
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

そ
の
際
、
優
秀
な
人
材
の
確
保
と
職
員
の
専
門
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
必
要
な
定
員
の
確
保
及
び
機
構
の
整
備
に

努
め
る
こ
と
。

二

暗
号
資
産
、
電
子
記
録
移
転
権
利
及
び
そ
れ
ら
を
支
え
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

化
が
進
展
す
る
新
し
い
時
代
の
中
に
お
い
て
特
に
先
進
的
か
つ
革
新
的
な
技
術
と
そ
の
適
用
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
法

に
よ
り
整
備
さ
れ
る
各
種
規
定
の
運
用
に
際
し
て
は
、
民
間
部
門
が
過
度
に
萎
縮
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
法
解
釈
の
周
知
徹

底
に
努
め
る
と
と
も
に
、
基
礎
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
開
発
及
び
提
供
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
も
十
分
留

意
す
る
こ
と
。

三

暗
号
資
産
、
電
子
記
録
移
転
権
利
に
つ
い
て
の
政
府
令
等
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
規
制
対
象
事
業
の
実
態
を
考
慮

し
、
整
合
的
か
つ
合
理
的
に
実
施
可
能
な
制
度
を
全
体
と
し
て
構
築
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。



四

暗
号
資
産
、
電
子
記
録
移
転
権
利
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
地
方
公
共
団
体
域
内
や
企
業
内
、
専
ら
事
業
者
間
に
お
い
て
利

用
さ
れ
る
も
の
な
ど
多
様
な
利
用
場
面
が
想
定
さ
れ
る
ほ
か
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
業
態
や
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い
て
も
、
広
く

一
般
人
を
対
象
と
す
る
も
の
か
ら
適
格
機
関
投
資
家
等
一
定
の
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
な
ど
、
多

様
な
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。
本
法
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
多
様
性
に
配
慮
し
て
、
暗
号
資
産
の
利
用
目
的
や
利

用
対
象
者
の
関
係
で
過
度
な
規
制
と
な
ら
な
い
よ
う
注
視
し
、
必
要
に
応
じ
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

五

技
術
革
新
に
よ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
急
速
な
変
化
に
対
応
し
、
適
切
な
金
融
規
制
体
系
を
構
築
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
に

応
じ
て
行
政
当
局
に
よ
る
監
督
権
限
の
行
使
を
可
能
と
す
る
法
令
に
基
づ
く
規
制
と
、
環
境
変
化
に
応
じ
て
柔
軟
か
つ
機
動

的
な
対
応
を
行
い
得
る
自
主
規
制
団
体
が
策
定
す
る
自
主
規
制
の
連
携
を
十
分
に
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

六

暗
号
資
産
、
電
子
記
録
移
転
権
利
に
つ
い
て
は
、
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
実
態
に
鑑
み
、
Ｇ
20

各
国
の
規
制
動
向
を
十
分
に
把
握
す
る
と
と
も
に
各
国
と
連
携
し
、
国
際
的
に
調
和
の
と
れ
た
規
制
体
系
と
な
る
よ
う
適
時

に
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

七

Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
会
計
処
理
等
は
、
発
行
さ
れ
る
ト
ー
ク
ン
の
性
質
に
応
じ
て
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
国
際
的
な
議

論
を
勘
案
し
つ
つ
、
会
計
処
理
等
の
考
え
方
に
つ
い
て
整
理
の
う
え
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
等
の
必
要
な
対
策
を
講
ず
る

こ
と
。

八

附
則
第
三
十
二
条
の
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
的
安
定
性
の
確
保
及
び
利
用
者
保
護
の
一
層
の
確
保
の
た
め
に
、

暗
号
資
産
、
電
子
記
録
移
転
権
利
等
の
移
転
そ
の
他
の
権
利
義
務
関
係
と
い
っ
た
私
法
上
の
取
扱
い
の
明
確
化
も
含
め
た
検

討
を
行
う
こ
と
。



九

地
方
公
共
団
体
が
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
権
利
を
資
金
調
達
の
手
段
と
し
て
適
切
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十

暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
権
利
の
譲
渡
、
暗
号
資
産
を
用
い
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
所
得
に
対
す
る
所
得

税
等
の
課
税
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
募
集
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
出
し

に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
電
子
記
録
移
転
権
利
の
取
引
の
実
態
を
踏
ま
え
た
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ

き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
二

他
人
の
た
め
に
暗
号
資
産
の
管
理
の
み
を
業
と
し
て
行
う
者
に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン

ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
と
い
う
国
際
的
要
請
に
応
え
つ
つ
、
可
能
な
限
り
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
利
便

性
の
向
上
に
資
す
る
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
三

八
か
ら
十
二
ま
で
の
各
項
の
検
討
及
び
措
置
を
行
う
に
際
し
て
は
、
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
権
利
並
び
に
そ
れ

ら
の
基
礎
と
な
る
技
術
が
我
が
国
の
産
業
の
高
度
化
に
資
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
法
規
制
が
こ
れ
ら
の
技
術

の
開
発
及
び
応
用
を
過
度
に
制
限
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

十
四

金
融
機
関
の
顧
客
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
有
用
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
セ
ン
シ

テ
ィ
ブ
情
報
を
含
む
個
人
情
報
の
保
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
十
分
な
検
査
・
監
督
体
制
の
整
備
に
努



め
る
こ
と
。

十
五

金
融
機
関
の
顧
客
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す
る
際
の
当
該
顧
客
の
同
意
に
お
い
て
は
、
提
供
先
で
あ
る
第
三
者
の
範

囲
、
当
該
第
三
者
に
お
け
る
利
用
目
的
及
び
提
供
さ
れ
る
個
人
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
顧
客
が
理
解
し
た
上
で
同
意

に
関
す
る
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
意
思
を
明
確
に
反
映
で
き
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
等
を
適
切
に
策
定
す
る
と
と
も
に
、
検
査
・
監
督
に
よ
り
そ
の
実
効
性
を
確
保
し
、
当
該
顧
客
の
利
便
が
損
な
わ
れ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


